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　 札幌市　被害者等支援

札幌市犯罪被害者等支援条例
　が制定されました。 （令和７年４月１日施行）

犯罪被害者やそのご家族は、命や家族、財産を奪われるといった
直接的な被害だけでなく、心身の不調など様々な困難に直面します。

～ 犯罪被害にあわれた方々が仕事を辞めることなく、
負担軽減・回復できるような取組のご検討をお願いします！  ～

● 　従業員が犯罪被害に遭った場合、裁判出廷等のための休暇を取得しやすい環
境整備といった対応をはじめ、犯罪被害者本人の意思を尊重した個人情報の取
扱いや業務量及び業務内容への配慮について考えてみませんか？

● 　二次被害を生まないよう、犯罪被害者等が仕事を継続できるよう犯罪被害者等
への理解を深めるための職場研修の実施について考えてみませんか？

◆事業者の皆様とともに考えたいこと

精神的・時間的負担
・長時間の捜査や裁判等による
　やむを得ない突発的な欠勤
・入院、通院などによる欠勤

経済的負担
・通勤が苦痛に感じる
（電車や車に乗られなくなる）
・医療費、裁判費用等の出費

心身の不調
・不眠、頭痛、吐き気、
　身体のだるさ、食欲低下
・集中力低下、仕事の能率低下

　犯罪被害者等は、身体などに対する直接
的な被害に起因する様々な被害（二次被
害）を伴うことがあり、仕事を続けたくても辞
めざるを得ない状況に置かれることも少なく
ありません。

　仕事を続けながら被害の回復を図るために

は、職場の配慮や支えが必要 です。

　犯罪そのものによる直接的な被害（一次
被害）を受けた後、周囲の心無い言動や偏
見、過剰な報道などによって、被害者やそ
のご家族がさらに精神的・身体的な苦痛を
受けることを指します。

◆そもそも「二次被害」とは？

00-000-00-0000
00-0-0000

お問い合わせ先



sb20238
長方形


